
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年５月発行 

長崎北高校保健室 

新学期が始まって１か月が経ちました。環境が変わって、新しい出会いにワクワクしたり、楽しんだ

りしたことがたくさんあったと思います。しかし、その一方で、緊張したり、ストレスや不安に感じたりし

たこともあったはずです。 

GW 中、リフレッシュはできましたか？しっかり休めた人も、部活動等で忙しかった人も、心と体の

声を聞いてみてください。自分では気づかないうちに体は SOSを出しているかもしれません。 

５月は中間考査もあり、テストが終わるといよいよ高総体も目前です。心と体のメンテナンスも行

いながら、それぞれの目標が達成できるよう過ごしていきましょう。保健室からも応援しています。 

今月の北高ＳＭＩＬＥは裏にも続きます！確認しよう！！ 



 

 

高総体が目の前に迫ってきましたね。３年生にとっては、最後の高総体。きっと気合い十分で毎日の

部活動に励んでいることでしょう。練習に熱が入ると、ついつい自分の体調のことは後回しになりが

ちに。気温もぐんぐん上昇しています。きつい時にこそ、部員みんなで声を掛け合い、熱中症や怪我

が起きないよう注意しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★医療費請求の手続きの流れ★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康診断も皆さんの協力により、折り返し地点を迎えました。
いつもきちんと検診を受けてくれてありがとうございます。 
6月までは健康診断は続きます。実施要項など配布されるお

知らせをよく読んで、健康診断に臨んでくださいね。 
健康診断結果は大切な体からのメッセージ。受診が必要な生

徒の皆さんは早めに受診をお願いしますね。 

５月１６日（木）：内科検診（１年生及び２年１・２・３組） 

１７日（金）：内科検診（２年４・５・６組及び３年生） 

２２日（水）：検尿２次（該当生徒のみ） 

２４日（金）：耳鼻科検診（１年生） 

※詳細は掲示されるお知らせをよく確認しましょう。 

学校の管理下での活動中、怪我をした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターより医療費の給

付を受けることができます。 

しかし、これには生徒(保護者)の皆さんからの申請が必要です。 

授業中、部活動のみならず、登下校時も給付の対象となりますので、怪我をして病院での治療を受けた

場合は、保健室に必ず知らせてください。 

部活動中にけがをした！ 
そんな時は… 

★怪我をした日から２年を経過すると、時効になってしまい請求ができなくなってしまい

ます。 

まだ請求していない怪我がある場合は、早めに保健室まで相談してください。 

★自己負担（窓口で支払った金額）が１５００円以上の災害が、給付の対象です。 

★自治体によっては高校３年生までのこども医療費助成制度が始まっています。学校の管理下にお

ける災害で、日本スポーツ振興センターの災害給付制度を受ける場合は、医療費助成制度の助

成対象にはなりませんのでご注意ください。ご不明な点は保健室までお尋ねください。 


